
　
　
 ○　  平成22年国勢調査第１次試験調査結果を踏まえた調査方法・調査事務の再検討及び
　　 調査事項の設定の検証を行う。

　 　具体的には、
   ・　郵送提出とインターネット申告の併用の調査方法の検証
   ・　申告方法の多様化の周知方法の差異による調査票の提出状況の把握
   ・  円滑なフォローアップ回収の実施方法の検証
　 ・　指導員及び市区町村の事務分担の適否の検証
　 ・　前回調査の統計審議会答申の指摘等を踏まえた調査事項の設定の妥当性の検証
　 　　など

　
　○ 調査時期　  ： 平成20年６月

　○ 調査対象　  ： ９都道府県９市区町村
　　　　　　　　　　　　２８０調査区（約１４，５６０世帯）

　○ 調査事項　　：＜世帯員に関する事項＞
　　　　　　　　　　　　　氏名、男女の別、出生の年月、世帯主との続き柄、配偶の関係、国籍、
　　　　　　　　　　　　　就業状態、就業時間、所属の事業所の名称及び事業の種類　など
　　　　　　　　　　　 ＜世帯に関する事項＞
　　　　　　　　　　　　　世帯員の数、住居の種類、住居の床面積、住宅の建て方　など

　○ 調査の流れ

　
　
　　※１　フォローアップ回収事務調査員継続型： 72人
　　　　　 フォローアップ回収事務調査員縮小型：144人
　　　　　　　　　　　　　（調査票配布担当調査員：72人、
                              調査票配布及びフォローアップ回収担当調査員：72人）

　　※２　調査票の提出方法は、郵送提出、インターネット申告、調査員への提出、市役所への
　　　　持参

調査のねらい

調査の概要

総務省 都道府県
（9）

調査員
※１

調査世帯
（約14,560）
※２

市区町村
（9）

指導員
（35）

資料２



　

平成17年国勢調査
第２次試験調査

平成22年国勢調査
第１次試験調査

第１次試験調査の結果等を踏まえた
対応

平成22年国勢調査
第２次試験調査（案）

５，０００世帯 ２２，４００世帯
第１次試験調査同様、調査方法・調
査事項の見直しに向けた実地検証の
重要性にかんがみ、実施規模を拡大

１４，５６０世帯

１調査員２調査区
（一般地域）　　１調査員４調査区
（調査困難地域）１調査員２調査区

第１次試験調査における地方公共団
体及び調査員の意見や、調査票の回
収状況を踏まえ、調査を円滑かつ正
確に実施するため、１調査員当たり
の担当調査区数を縮小

フォローアップ回収事務調査員継続型
　：１調査員２調査区（ただし面積が
　　広大な地域は１調査員１調査区）

フォローアップ回収事務調査員縮小型
　ｏ調査票配布のみの調査員
　　　：１調査員１調査区
　ｏ調査票配布及びフォローアップ回
　　収双方を行う調査員
　　　：１調査員１調査区（ただし
　　　　フォローアップ回収につい
　　　　ては、２調査区を担当）

※別添参照

約10調査区に１人の割合で配置
※第１次試験調査では配置しない

第１次試験調査において、市区町事
務としていた「調査員に対する調査
票未提出世帯の指示」や「調査区要
図と世帯名簿の照合検査」等を指導
員の事務とするなど、市区町村事務
と指導員事務を役割分担

８調査区に１人の割合で配置

調査員配布 調査員配布 調査員配布

配布期間 ８日間

配布期間は、「調査票配布期間従来型」と
「調査票配布期間延長型」の二つを設定
・調査票配布期間従来型：８日間
・調査票配布期間延長型：15日間

第１次試験調査の概数集計結果によ
ると、調査票配布期間の長短によっ
て調査票の回収状況に差異はないこ
とから、調査票配布期間は従来どお
り８日間に設定

従来の配布期間を踏襲（８日間）

配布時における
世帯からの把握
事項

世帯主又は代表者の氏名、
所在地（番地・号など）、
男女別の世帯員数

世帯主又は代表者の姓、
所在地（番地・号など）、
（その世帯に必要な）調査票枚数

世帯の抵抗感や、不在世帯への面接
の困難性を踏まえ、第２次試験調査
においては、第１次試験調査同様、
男女別の世帯員数を把握せず

第１次試験調査と同様

調査票の配布

実施規模
（調査対象）

調査員の配置

指導員の配置

　　　平成22年国勢調査第２次試験調査の調査方法・調査事務について（現行方式・１次試験調査との相違点）
参考１
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平成17年国勢調査
第２次試験調査

平成22年国勢調査
第１次試験調査

第１次試験調査の結果等を踏まえた
対応

平成22年国勢調査
第２次試験調査（案）

郵送提出を基本とし、希望する場合には調
査員への提出や市区町村への持参も可とい
うスタンスで世帯に周知

世帯アンケートの概数集計の結果、
高齢者を中心として、郵送以外の方
法による提出を希望する世帯が少な
くないことなどから、申告方法の多
様化の周知方法にバリエーションを
持たせ、提出状況を検証

新たな提出方法の強調周知型
　：郵送又はインターネットによる提
　　出を基本とし、希望する場合には
　　調査員への提出や市区町村への持
　　参も可というスタンスで周知

提出方法の選択周知型
　：従来の調査員への提出のほか、郵
　　送提出、インターネットによる提
　　出、市区町村への持参による方法
　　でも提出できるというスタンスで
　　世帯に周知

「従業地又は通学地」について
「郵便番号」を記入することの
可能性等を検討

一部調査事項について、選択肢等の記入方
式に変更 （第１次試験調査結果の分析中）

人口減少社会の転換期において必要な
調査事項や、前回調査の統計審議会答
申の「次回の課題」における指摘を踏
まえた調査事項の設定の妥当性の検証
を行うため、２種類の調査票を作成

調査員回収
（回収期間：９日間）

郵送提出（回収期間：７日間）
調査期日以後、調査員が全世帯に「調査票
の提出はお済みですか」（確認状）を配布
し、調査票提出の促進を図る

世帯アンケートの概数集計の結果、
世帯の郵送提出の希望は総じて高い
ことから、第２次試験調査において
も、郵送提出を調査方法の一つとし
て導入

郵送提出、調査員への提出や市区町村
への持参に加え、第２次試験調査で
は、インターネットによる提出も可
（回収期間：７日間）

調査票未提出世
帯からの調査票
回収
（ﾌｫﾛｰｱｯﾌﾟ回
収）

　
調査員が市区町の指示を受け、調査票未提
出世帯を訪問し、調査票を直接回収
（回収期間：12日間）

第１次試験調査の回収状況を踏ま
え、調査票未提出世帯への調査票回
収の極め細やかな事務遂行

フォローアップ回収期間は、調査票
回収率の向上を図るため、第１次試
験調査同様、土・日曜日が２回入る
ように設定

ﾌｫﾛｰｱｯﾌﾟ回収事務は以下の二つを設定
・調査票を配布する調査員が継続して
　行う（一環した事務であることから
　かたり調査などの世帯の疑念は生じ
　ない）
・調査票を配布する調査員の中から、
　ﾌｫﾛｰｱｯﾌﾟ回収事務をより円滑かつ
　正確に行うことができる者を任命
　し、その者がﾌｫﾛｰｱｯﾌﾟ回収事務を
　行う（調査票配布の調査員数より
　人数を限定して実施）

調査員が検査
※封入提出方式のため、調査員は検査しな
い

第１次試験調査同様、調査票の検査
は、申告方法の多様化により、調査
票を一元的に管理している市区町村
において行う

調査員が従来行っていた基本的な検査
は市区町村が行う
（調査区要図と世帯名簿の照合検査は
指導員事務）

申告方法の多様化の
周知

調査事項・選択肢

調査票の回収

調査票の検査
（現地検査）
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平成17年国勢調査
第２次試験調査

平成22年国勢調査
第１次試験調査

第１次試験調査の結果等を踏まえた
対応

平成22年国勢調査
第２次試験調査（案）

　

･世帯名簿に「バーコードシール」を印刷
･調査員が調査票配布時に、世帯名簿の
　「バーコードシール」を調査票提出用
　封筒に貼付し配布
･市区町において、世帯から提出された
　調査票が収納された封筒のバーコード
　を読み取り、市区町で保管しているバ
　ーコード情報との照合により、調査票
　の回収状況を把握

第１次試験調査の実施状況や地方公
共団体の意見等を踏まえ、調査員に
よるｼｰﾙ貼付方式から事前印刷（プレ
プリント）方式に変更し、さらなる
事務の効率化を図る

・調査票にＩＤ（世帯名簿番号及び名
　簿内一連番号）、バーコード及び確
　認コードをプレプリント
・世帯名簿にもＩＤをプレプリント
・調査票提出用封筒は窓付きとし、
　収納されている調査票のバーコード
　を読み取り、調査票の回収状況を
　把握

調査票配布時に、『世帯アン
ケート』を併せて配布。世帯は
総務省統計局に郵送。

フォローアップ回収の時期に、調査員が担
当調査区内のすべての世帯に『世帯アン
ケート』を配布。世帯は総務省統計局に郵
送。

第１次試験調査において調査票が提
出されなかった世帯の属性を把握し
た上で、調査への参画意識を促す方
策について把握

調査事項の定義や記入方法のほか、国
勢調査の意義や申告義務についての認
識度合いや統計データの２次利用に関
する世帯の意識を把握

世帯アンケートの実施

調査票回収状況の把握
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●一般の地域（８都道府県８市区）　：　１市区当たり３２調査区、２４調査員

　⇒　２調査区
　　　担当調査員
　　　：８人

指導員

A A A A A A A A

調査票配布担
当

１調査区
担当調査員
１人

１調査区
担当調査員
１人

１調査区
担当調査員
１人

１調査区
担当調査員
１人

１調査区
担当調査員
１人

１調査区
担当調査員
１人

１調査区
担当調査員
１人

１調査区
担当調査員
１人

　⇒　１調査区担当調査員
　　　（調査票配布のみ）
　　　：８人

　
ﾌｫﾛｰｱｯﾌﾟ回収
担当

２調査区
担当調査員
１人

２調査区
担当調査員
１人

２調査区
担当調査員
１人

２調査区
担当調査員
１人

２調査区
担当調査員
１人

２調査区
担当調査員
１人

２調査区
担当調査員
１人

２調査区
担当調査員
１人

　⇒　２調査区担当調査員（配布１調査
　　　区、ﾌｫﾛｰｱｯﾌﾟ２調査区）：８人

指導員

※調査地域

※フォローアップ回収事務の方法

ｏフォローアップ回収事務調査員継続型

 　調査員配布からフォローアップ回収まで一人の調査員が一貫して行う。

ｏフォローアップ回収事務調査員縮小型

　・Ｂ調査員は、調査票配布のみ行う。

　・A調査員は、調査票配布からフォローアップ回収まで一貫して行う。なお、Ｂ調査員が担当する調査区においてフォローアップ対象世帯があった場合には、A調査員がフォローアップ回収をも行う。

※所定期間内の郵送回収率（第１次試験調査速報結果（市部））の設定：６０％（未回収率：４０％）

●面積が広大な地域の調査区（１町村）　：　１町村当たり２４調査区、２４調査員

　⇒　１調査区
　　　担当調査員
　　　：８人

指導員

調査票配布担
当

１調査区
担当調査員
１人

１調査区
担当調査員
１人

１調査区
担当調査員
１人

１調査区
担当調査員
１人

１調査区
担当調査員
１人

１調査区
担当調査員
１人

１調査区
担当調査員
１人

１調査区
担当調査員
１人

　⇒　１調査区担当調査員
　　　（調査票配布のみ）
　　　：８人

　
ﾌｫﾛｰｱｯﾌﾟ回収
担当

２調査区
担当調査員
１人

２調査区
担当調査員
１人

２調査区
担当調査員
１人

２調査区
担当調査員
１人

２調査区
担当調査員
１人

２調査区
担当調査員
１人

２調査区
担当調査員
１人

２調査区
担当調査員
１人

　⇒　２調査区担当調査員（配布１調査
　　　区、ﾌｫﾛｰｱｯﾌﾟ２調査区）：８人

指導員

８調査区担当指導員１人

８調査区担当指導員１人

Ｂ ＢＢ Ｂ Ｂ Ｂ

調査票甲

申告方法の多様化の周知方法
（多様な提出方法の並列周知型）

平成22年国勢調査第２次試験調査の実施規模について

１調査区
担当調査員
１人

１調査区
担当調査員
１人

ﾌｫﾛｰｱｯﾌﾟ回収事務
調査員継続型

ﾌｫﾛｰｱｯﾌﾟ回収事務
調査員縮小型

調査票乙

１調査区
担当調査員
１人

１調査区
担当調査員
１人

１調査区
担当調査員
１人

１調査区
担当調査員
１人

申告方法の多様化の周知方法
（新たな提出方法の強調周知型）

調査票甲 調査票乙

１調査区
担当調査員
１人

１調査区
担当調査員
１人

１調査区
担当調査員
１人

１調査区
担当調査員
１人

８調査区担当指導員１人

１調査区
担当調査員
１人

１調査区
担当調査員
１人

１調査区
担当調査員
１人

１調査区
担当調査員
１人

１調査区
担当調査員
１人

１調査区
担当調査員
１人

申告方法の多様化の周知方法
（新たな提出方法の強調周知型）

申告方法の多様化の周知方法
（多様な提出方法の並列周知型）

調査票甲 調査票乙 調査票甲 調査票乙

２調査区
担当調査員
１人

２調査区
担当調査員
１人

８調査区担当指導員１人 ８調査区担当指導員１人

２調査区
担当調査員
１人

２調査区
担当調査員
１人

全国７地域から各１都道府県の選定を基本とするが、①調査困難地域における調査票の提出・記入状況の詳細な把握や同地域における調査実施の運用上の対応事例の収集のため、また、②インターネット調査が多く見込
まれる都市部において、どのような属性（年齢、就業者・学生の別など）の者がインターネット調査を行っているかなど、インターネット調査の状況を詳細に把握するため、関東甲信静及び近畿ブロックについては、２
都道府県ずつを選定。

ﾌｫﾛｰｱｯﾌﾟ回収事務
調査員縮小型

ﾌｫﾛｰｱｯﾌﾟ回収事務
調査員継続型

２調査区
担当調査員
１人

２調査区
担当調査員
１人

Ｂ Ｂ

１調査区
担当調査員
１人

２調査区
担当調査員
１人

２調査区
担当調査員
１人

　１調査区当たりの世帯数の幅は４０～７０世帯なので、フォローアップ回収担当調査員が２調査区を受け持つと、３２（＝４０世帯×０．４×２調査区）～５６（＝７０世帯×０．４×２調査区）世帯の幅で受け持つこと
となり、従来、１人の調査員が受け持っていた１調査区当たりの世帯数の幅（４０～７０世帯）とほぼ同じとなる。

１調査区
担当調査員
１人

８調査区担当指導員１人 ８調査区担当指導員１人

１調査区
担当調査員
１人

１調査区
担当調査員
１人

１調査区
担当調査員
１人

１調査区
担当調査員
１人

１調査区
担当調査員
１人

１調査区
担当調査員
１人

《実施規模》

　９市区町村　×　調査票2種類　×　申告方法の多様化の周知方法2パターン

　　×　調査票未提出世帯からの調査票の回収方法２パターン（継続型：2調査区×１調査員　＋　縮小型：１調査区×2調査員）　×　２組　　＝　２８０調査区
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（※１）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（※２）

　※１：町村については、１調査区×１調査員
　※２：１組だけの実施状況や意見ではミスリードしてしまう懸念があることから，各属性別に２組での検証が必要
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調査手法
等の検証

ｏ調査方法の変
　更、多様化を
　導入した場合
　の精度確保

ｏ調査方法の変
　更に伴う適正
　な調査員事務
　及び市町村事
　務

ｏ調査票記入に
　当たっての国
　民の抵抗感の
　軽減及び正確
　性の確保

第１次試験調査
調査方法、調査事務及びこ
れに関する諸事項の検証

ｏ郵送提出による調査方法
　の回収率（調査票配布時
　の世帯面接の状況が回収
　率等に与える影響、督促
　効果等含む）の把握
ｏ調査方法の変更に伴う調
　査票の記入状況の把握
ｏITを活用した調査方法の
　実地検証

《調査員》
ｏ調査員の担当調査区数拡
　大による事務量の影響を
　把握
ｏ調査区要図のプレプリン
  ト化による調査員事務の
  効率化の状況の把握
ｏフォローアップ調査の事
　務量の把握
《市町村》
ｏ調査票収受、フォローア
　ップ回収対象世帯につい
　て調査員への伝達等市町
　村事務量の把握

ｏ選択肢や記入方法を変更
　した場合の記入状況の把
　握

第２次試験調査
・１次試験結果を踏まえた検証
・調査事項の検証

ｏ郵送提出とインターネット
　回答の併用の調査方法の検
　証
ｏ申告方法の多様化の周知方
　法の差異による調査票の提
　出状況の把握

《調査員》
ｏ調査員の事務内容及び担当
  調査区数の設定の妥当性の
  再検証
ｏ円滑なフォローアップ回収
　の実施方法の検証
《指導員・市町村》
ｏ指導員及び市町村の事務分
　担の適否の検証
ｏ調査票の一元的な回収状況
　の管理システムの検証
ｏ市町村における審査体制等
　実施体制に係る検証

ｏ前回調査の統計審議会答申
　の指摘等を踏まえた調査事
　項の設定の妥当性の検証

第３次試験調査
・最終検証
・地方事務の習熟

ｏ本調査と同様の調査
　方法及び調査事項に
　よる最終的な検証

ｏ地方における実施体
　制の最終的な検証

ｏ地方における調査事
　務の習熟

平成22年国勢調査の試験調査実施計画（案）

ｏ時期:平成19年７月
ｏ地域:総務省統計局が選定
　　　 した一部市区町村

ｏ時期:平成20年６月
ｏ地域:総務省統計局が選定し
　　　 た一部地市区町村

ｏ時期:平成21年７月
       (未定)
ｏ地域:政令指定都市
　　　 及び県庁所在
　　　 都市等

参考３


